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議案第１号 

令和８年度山口市一般会計補正予算（第２号） 

 令和８年度山口市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９１，０３４千円

を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

９４，６８５，９４３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。 

令和８年６月８日提出

山口市長 伊 藤 和 貴
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16 15,369,912 90,503 15,460,415

1 国庫負担金 11,856,518 86,416 11,942,934

2 国庫補助金 3,472,663 4,087 3,476,750

17 8,217,031 21,100 8,238,131

2 県補助金 3,229,850 21,100 3,250,950

21 1 79,431 79,432

1 繰越金 1 79,431 79,432

94,494,909 191,034 94,685,943

国庫支出金

県支出金

繰越金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円
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2 13,711,770 2,640 13,714,410

1 総務管理費 11,861,766 1,620 11,863,386

2 徴税費 845,503 480 845,983

3 戸籍住民基本台帳費 672,483 360 672,843

4 選挙費 221,208 60 221,268

5 統計調査費 45,607 60 45,667

6 監査委員費 65,203 60 65,263

3 37,142,632 144,069 37,286,701

1 社会福祉費 16,636,610 1,620 16,638,230

2 児童福祉費 17,711,629 22,960 17,734,589

3 生活保護費 2,794,393 119,489 2,913,882

4 7,470,918 37,365 7,508,283

1 保健衛生費 3,769,102 420 3,769,522

2 清掃費 3,701,816 36,945 3,738,761

6 3,726,848 480 3,727,328

1 農業費 2,290,625 480 2,291,105

7 3,193,675 360 3,194,035

1 商工費 3,193,675 360 3,194,035

8 7,074,903 1,020 7,075,923

1 土木管理費 322,043 240 322,283

2 道路橋りょう費 2,217,247 360 2,217,607

5 都市計画費 3,679,786 180 3,679,966

6 住宅費 455,152 240 455,392

9 3,482,800 4,140 3,486,940

1 消防費 3,482,800 4,140 3,486,940

10 6,682,710 960 6,683,670

消防費

教育費

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

土木費

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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1 教育総務費 401,244 180 401,424

4 幼稚園費 346,991 60 347,051

5 社会教育費 1,179,419 720 1,180,139

94,494,909 191,034 94,685,943

補　正　額 計

 千円

歳　　出　　合　　計

 千円  千円

款 項 補正前の額
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議案第２号 

   令和８年度山口市国民健康保険特別会計補正予算（第１ 

号） 

 令和８年度山口市の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１８０千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８，５２７，５０６千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。 

  令和８年６月８日提出 

 

              山口市長 伊 藤 和 貴 
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6 1,463,569 180 1,463,749

1 一般会計繰入金 1,435,372 180 1,435,552

18,527,326 180 18,527,506

繰入金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円
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1 320,798 180 320,978

1 総務管理費 270,941 180 271,121

18,527,326 180 18,527,506

総務費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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議案第３号 

令和８年度山口市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

１号）

 令和８年度山口市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６０千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，５９５，３７４千円と

する。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。 

令和８年６月８日提出

山口市長 伊 藤 和 貴
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3 1,069,023 60 1,069,083

1 一般会計繰入金 1,069,023 60 1,069,083

4,595,314 60 4,595,374

繰入金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円
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1 139,502 60 139,562

1 総務管理費 111,452 60 111,512

4,595,314 60 4,595,374

総務費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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議案第４号 

   令和８年度山口市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 令和８年度山口市の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１８０千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８，８２３，０９０千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。 

  令和８年６月８日提出 

 

              山口市長 伊 藤 和 貴 
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7 3,301,968 180 3,302,148

1 一般会計繰入金 2,951,368 180 2,951,548

18,822,910 180 18,823,090

繰入金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円
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1 496,865 180 497,045

1 総務管理費 304,956 180 305,136

18,822,910 180 18,823,090

総務費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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議案第５号 

山口市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 令和８年６月８日提出 

 

山口市長 伊 藤 和 貴      

 

   山口市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 山口市職員の給与に関する条例（平成１７年山口市条例第４２号）の

一部を次のように改正する。 

第１１条第２項第２号ア中「４万９，０００円」を「４万４，０００

円」に改め、同条第３項中「前２項」を「前３項」に改め、同項を同

条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のため

の施設（その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすもの

に限る。以下この項において「駐車場等」という。）を利用し、そ

の料金を負担することを常例とするもの（規則で定める職員を除

く。）の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 駐車場等に係る通勤手当 １箇月につき、５，０００円を超え

ない範囲内で１箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として

規則で定める額 

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

- 17 -



附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用す

る。 

（給与の内払） 

２  この条例による改正後の山口市職員の給与に関する条例（以下

「改正後の条例」という。）の規定を適用する場合においては、こ

の条例による改正前の山口市職員の給与に関する条例の規定に基づ

いて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみ

なす。 
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議案第６号 

 山口市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

令和８年６月８日提出

山口市長 伊 藤 和 貴

山口市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

山口市職員等の旅費に関する条例（平成１７年山口市条例第４４

号）の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第１８条関係） 

区分 宿泊費基準額（１夜につき） 

北海道 １５，０００円

青森県 １２，０００円

岩手県 １０，０００円

宮城県 １２，０００円

秋田県 １１，０００円

山形県 １０，０００円

福島県 ９，０００円

茨城県 １１，０００円

栃木県 １１，０００円
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群馬県 １２，０００円

埼玉県 １６，０００円

千葉県 １７，０００円

東京都 ２１，０００円

神奈川県 １６，０００円

新潟県 １６，０００円

富山県 １１，０００円

石川県 １０，０００円

福井県 １０，０００円

山梨県 １３，０００円

長野県 １３，０００円

岐阜県 １３，０００円

静岡県 １２，０００円

愛知県 １２，０００円

三重県 １２，０００円

滋賀県 １１，０００円

京都府 ２０，０００円

大阪府 １６，０００円

兵庫県 １７，０００円

奈良県 １２，０００円

和歌山県 １１，０００円

鳥取県 ９，０００円

島根県 １２，０００円
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岡山県 １４，０００円

広島県 １４，０００円

山口県 ９，０００円

徳島県 １０，０００円

香川県 １５，０００円

愛媛県 １２，０００円

高知県 １２，０００円

福岡県 １７，０００円

佐賀県 １１，０００円

長崎県 １３，０００円

熊本県 １４，０００円

大分県 １１，０００円

宮崎県 １１，０００円

鹿児島県 １１，０００円

沖縄県 １２，０００円

附 則

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後に旅行命令を発する旅行及び旅費の支給を決定する旅

行について適用し、施行日前に旅行命令を発した旅行及び旅費の支

給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行
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日前に旅行命令を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令の変更を

する旅行については、改正後の別表の規定は、当該旅行のうち当該

変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち

当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例によ

る。 
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議案第７号  

山口市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

令和８年６月８日提出  

 

山口市長 伊 藤 和 貴  

 

山口市税条例の一部を改正する条例  

山口市税条例（平成１７年山口市条例第５２号）の一部を次のよう

に改正する。  

第３４条の７第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の

６第３項又は第４項」に改める。  

第３６条の２第１項ただし書中「及び第３６条の３の３第１項」を

「並びに第３６条の３の３第１項及び第２項第４号」に改める。  

第３６条の３の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項

第２号において同じ。）（」に改め、「。次条第１項において同じ」

を削り、同条第５項中「次条第４項」を「次条第５項」に改める。  

第３６条の３の３第１項を次のように改める。  

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」とい

う。）は、公的年金等支払者（所得税法第２０３条の６第１項に規

定する申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金等

（以下この項において「公的年金等」という。）の支払者をいう。

以下この条において同じ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受

ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次項各号に
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掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。  

(1)  所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申

告書を提出しなければならない者  

(2)  法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規

定の適用を受けるものを除く。）の支払を受ける第２３条第１項

第１号に掲げる者であって、特定配偶者（所得割の納税義務者

（合計所得金額が９００万円以下であるものに限る。）の自己と

生計を一にする配偶者（合計所得金額が９５万円以下であるもの

に限る。）をいう。次号及び次項第３号において同じ。）（退職

手当等（第５３条の２に規定する退職手当等に限る。以下この号

において同じ。）に係る所得を有する者に限る。）又は扶養親族

（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等

に係る所得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等

に係る所得を有する者であって、合計所得金額が８５万円以下で

あるものに限る。）を有する者  

(3)  法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規

定の適用を受けるものに限る。）の支払を受ける第２３条第１項

第１号に掲げる者（当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等

の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日

の現況において令第４８条の９の７の３に定める金額に満たない

者を除く。）であって、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当す

る者又は特定配偶者若しくは扶養親族（年齢１６歳未満の者又は

控除対象扶養親族に限る。）若しくは特定親族（合計所得金額が
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８５万円以下であるものに限る。）を有する者  

第３６条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を

同条第６項とし、同条第４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８

条の９の８」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項を同条第４

項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に、「法第３１７条の３

の３第１項の規定による申告書に」を「同条第１項の規定による申告

書に」に、「法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書を提出

する」を「同条第１項の規定による申告書を提出する」に改め、同項

を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。  

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。  

(1)  公的年金等支払者の名称  

(2)  公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定す

る特別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及び

その該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはそ

の旨  

(3)  特定配偶者の氏名  

(4) 扶養親族又は特定親族の氏名  

(5) その他施行規則で定める事項  

第６３条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっ

ては２０万円」を削り、「１５０万円」を「１８０万円」に改める。  

附則第６条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。  

附則第７条の３第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、

「令和７年」を「令和１２年」に改める。  

附則第７条の４中「又は附則第２０条第１項」を「、附則第１９条
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の３第１項又は附則第２０条第１項」に、「附則第５条の６第２項」

を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める。  

附則第７条の５第１項及び附則第７条の８中「附則第９条の２」を

「附則第９条」に改める。  

附則第９条中「附則第７条の２第４項」の次に「（法附則第７条の

３第３項又は第４項の規定により読み替えて適用される場合を含

む。）」を加える。  

附則第１７条の２第２項中「附則第３４条の２第５項」を「附則第

３４条の２第６項」に、「附則第３４条の２第１０項」を「附則第  

３４条の２第１２項」に改め、同条に次の１項を加える。  

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、

所得割の納税義務者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３

号から第１５号までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたと

きにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時において地す

べり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり

防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和  

４４年法律第５７号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂

災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平

成１２年法律第５７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域又は

特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条

第１項の浸水被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、

第１項又は第２項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優

良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。  

附則第１９条の２の次に次の１条を加える。  

- 26 -



（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特

例）  

第１９条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措

置法第３８条の２第１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得

を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、

第３３条第１項及び第２項並びに第３４条の３の規定にかかわらず、

他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額

及び雑所得の金額として令附則第１８条の６の４で定めるところに

より計算した金額（以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡

所得等の金額」という。）に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所

得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（次項第１号の

規定により読み替えて適用される第３４条の２の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）をいう。）の１００分の３に相当す

る金額に相当する市民税の所得割を課する。  

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。  

(1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」

とあるのは、「総所得金額、附則第１９条の３第１項に規定する

特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。  

(2) 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項、附

則第７条第１項及び附則第７条の３第１項の規定の適用について

は、第３４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１項、

附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項中「所得割の額」と
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あるのは「所得割の額並びに附則第１９条の３第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１９条の３第１項の規

定による市民税の所得割の額の合計額」とする。  

(3) 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第１９条の３第

１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、「若

しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは附則

第１９条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の

金額」とする。  

(4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１９条の３第１項

に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同条第２

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１９条

の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。  

附 則  

（施行期日）  

第１条 この条例は、令和９年１月１日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

(1) 第６３条の改正規定及び附則第３条の規定 令和９年４月１日  

(2)  第３４条の７第２項の改正規定並びに附則第７条の４の改正規

定（「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第

４項」に改める部分に限る。）並びに附則第９条及び附則第１７

条の２の改正規定並びに次条第４項の規定 令和１０年１月１日  
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(3) 附則第７条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）

及び附則第１９条の２の次に１条を加える改正規定並びに次条第

３項及び第５項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法

律の一部を改正する法律（令和８年法律第  号）の施行の日の

属する年の翌々年の１月１日  

（市民税に関する経過措置）  

第２条 この条例による改正後の山口市税条例（以下「新条例」とい

う。）第３６条の３の３第１項及び第２項の規定は、この条例の施

行の日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第

１項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべ

き公的年金等について提出したこの条例による改正前の山口市税条

例第３６条の３の３第１項の規定による申告書については、なお従

前の例による。  

２ 新条例附則第７条の３第１項及び第２項の規定は、市民税の所得

割の納税義務者が令和８年１月１日以後に所得税法等の一部を改正

する法律（令和８年法律第１２号。以下この項において「所得税法

等改正法」という。）第７条の規定による改正後の租税特別措置法

（昭和３２年法律第２６号）第４１条第１項に規定する居住用家屋

（同条第１６項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみ

なされる同条第１６項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しく

は既存住宅（同条第１７項の規定により同条第１項に規定する既存

住宅とみなされる同条第１７項に規定する特例既存住宅及び同条第

３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同

条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等
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をした家屋（同条第１７項の規定により同条第１項に規定する増改

築等をした家屋とみなされる同条第１７項に規定する特例増改築等

をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分

に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等（同条第１８項の

規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみなされる同条第  

１８項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定める

ところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市民

税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第７条の規定

による改正前の租税特別措置法第４１条第１項に規定する居住用家

屋（同条第２０項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋と

みなされる同条第２０項に規定する特例居住用家屋を含む。）若し

くは既存住宅（同条第３５項の規定により同条第１項に規定する既

存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含

む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等に係る部分に限

る。）又は同条第１０項に規定する認定住宅等（同条第２１項の規

定により同条第１０項に規定する認定住宅等とみなされる同条第  

２１項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定める

ところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前

の例による。  

３ 前条第３号に掲げる規定による改正後の山口市税条例附則第７条

の４の規定は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５

項において「３号施行日」という。）の属する年度の翌年度以後の

年度分の個人の市民税について適用し、３号施行日の属する年度分

までの個人の市民税については、なお従前の例による。  
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４ 新条例附則第１７条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税

義務者が前条第２号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則

第１７条の２第１項の土地等の譲渡について適用する。  

５ 新条例附則第１９条の３の規定は、３号施行日の属する年度の翌

年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。  

（固定資産税に関する経過措置）  

第３条 新条例第６３条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資

産税について適用し、令和８年度分までの固定資産税については、

なお従前の例による。  
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議案第８号 

 山口市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

  令和８年６月８日提出 

 

山口市長 伊 藤 和 貴      

 

山口市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条 

例 

山 口 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 山 口 市 条 例 第 

２２２号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項第２号中「９，７００円」を「１万円」に改め、同号

ただし書中「１万４，５００円」を「１万５，０００円」に改め、同

条第３項中「１００円を、第２号に該当する扶養親族については１人

につき３８３円を、第３号から第６号まで」を「４３３円を、第２号

から第５号まで」に改め、同項中第１号を削り、第２号を第１号とし、

第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げる。 

第１８条中「３１万５，０００円」を「３３万円」に改める。 

別表中「１２，９００」を「１３，３４０」に、「１３，７００」

を「１４，１７０」に、「１４，５００」を「１５，０００」に、

「 １ １ ， ３ ０ ０ 」 を 「 １ １ ， ６ ７ ０ 」 に 、 「 １ ２ ， １ ０ ０ 」 を 

「 １ ２ ， ５ ０ ０ 」 に 、 「 ９ ， ７ ０ ０ 」 を 「 １ ０ ， ０ ０ ０ 」 に 、 

「１０，５００」を「１０，８４０」に改める。 
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附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の山口市消防団員等公

務災害補償条例の規定は、令和８年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第５条第２項及び第３項、第１８条並び

に別表の規定は、令和８年４月１日以後に支給すべき事由の生じた

山口市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補

償（以下「損害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の

生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補

償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに

規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）につい

て適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年

金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間

に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 
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議案第９号 

   消防ポンプ自動車の取得について 

 下記のとおり消防ポンプ自動車を取得することについて、山口市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成

１７年山口市条例第４８号）第３条の規定により、市議会の議決を求

める。 

  令和８年６月８日提出 

        

              山口市長 伊 藤 和 貴 

 

記 

１ 財 産 の 表 示  消防ポンプ自動車 

２ 用    途  消防活動用 

３ 取 得 金 額  ２９，１５０，０００円 

４ 取  得  先  宇部市昭和町四丁目１１番５３号 

          有限会社藤中ポンプ店 

          代表取締役 藤 中 義 久 
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議案第１０号 

   高規格救急自動車の取得について 

 下記のとおり高規格救急自動車を取得することについて、山口市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成

１７年山口市条例第４８号）第３条の規定により、市議会の議決を求

める。 

  令和８年６月８日提出 

        

              山口市長 伊 藤 和 貴 

 

記 

１ 財 産 の 表 示  高規格救急自動車 

２ 用    途  救急活動用 

３ 取 得 金 額  ４４，０００，０００円 

４ 取  得  先  山口市小郡本町一丁目１番４３号 

          山口トヨタ自動車株式会社 

          代表取締役 齋 藤 宗 房 
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議案第１１号 

   山口市立小学校教育用コンピュータの取得について 

 下記のとおり山口市立小学校教育用コンピュータを取得することに

ついて、山口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例（平成１７年山口市条例第４８号）第３条の規定により、

市議会の議決を求める。 

  令和８年６月８日提出 

        

              山口市長 伊 藤 和 貴 

 

記 

１ 財 産 の 表 示  山口市立小学校教育用コンピュータ         

２ 用    途  小学校教育用 

３ 取 得 金 額  ４７８，５００，０００円 

４ 取  得  先  広島県広島市中区袋町４番２５号 

株式会社大塚商会広島支店 

支店長 真 子   健 
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報告第１号 

   損害賠償の額を定めることに関する専決処分について 

 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１８０条第１項の規定により下記のとおり専決処分した

ので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和８年６月８日提出 

 

              山口市長 伊 藤 和 貴 

 

記 

１ 専決処分の内容  

(1)  損害賠償の義務の発生の原因となる事実  

令和７年１０月１４日午後８時頃、山口市小郡かぜの丘地内の

個人住宅敷地内において発生した公務中の車両による損害事故  

(2)  損害賠償の相手方  

山口市 個人  

(3)  損害賠償の額  

２７０，６００円  

２ 専決処分年月日 令和８年５月１３日  
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報告第２号 

   令和７年度山口市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告 

について 

 下記のとおり令和７年度山口市一般会計繰越明許費繰越計算書を調

製したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６

条第２項の規定により報告する。 

  令和８年６月８日提出 

 

              山口市長 伊 藤 和 貴 
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款 項 事　　業　　名 金　　額 翌年度繰越額

2 総務費 1 総務管理費 新本庁舎整備事業 102,177,000 102,176,410

総務管理費 デジタル行政推進事業 5,500,000 5,500,000

総務管理費 電算システム開発事業 108,189,000 59,822,400

2 徴税費 固定資産税等賦課事務 1,760,000 1,760,000

3 民生費 1 社会福祉費 物価高騰対応重点支援給
付金給付事業

48,000,000 48,000,000

社会福祉費 地域介護・福祉空間整備
費助成事業

101,648,000 101,648,000

社会福祉費 後期高齢者医療特別会計
繰出金

39,490,000 31,724,000

社会福祉費 障害福祉施設整備費助成
事業

48,575,000 48,575,000

2 児童福祉費 物価高対応子育て応援手
当支給事業

136,961,000 131,448,000

4 衛生費 2 清掃費 一般廃棄物最終処分場管
理事業

70,200,000 70,200,000

6 農林水産業費 1 農業費 スマート農業推進事業 30,000,000 30,000,000

記

令和７年度山口市一般会計繰越明許費繰越計算書
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（単位　円）　

左　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

既 収 入          未　　　収　　　入　　　特　　　定　　　財　　　源　

特定財源 国支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

10,276,410 0 0 91,900,000 0 0

0 0 0 0 5,500,000

0 0 0 56,247,000 3,575,400

0 0 0 0 1,760,000

48,000,000 0 0 0 0

0 101,648,000 0 0 0

0 0 0 31,724,000 0

0 0 38,800,000 0 9,775,000

131,448,000 0 0 0 0

0 0 70,200,000 0 0

30,000,000 0 0 0 0

- 45 -



款 項 事　　業　　名 金　　額 翌年度繰越額

6 農林水産業費 1 農業費 園芸作物振興事業 370,666,000 370,666,000

農業費 県事業負担金 180,399,000 180,398,800

3 水産業費 海岸保全施設整備事業 45,600,000 45,600,000

7 商工費 1 商工費 商工業振興対策事業 30,000,000 30,000,000

商工費 プレミアム付商品券発行
事業

580,000,000 579,651,384

商工費 安心快適住まいる助成事
業

121,000,000 121,000,000

7 商工費 1 商工費 人材確保企業重点支援事
業

20,000,000 20,000,000

商工費 エネルギー価格高騰対策
支援事業

60,000,000 60,000,000

7 商工費 1 商工費 物価高騰対応生活環境支
援事業

570,000,000 570,000,000

8 土木費 2 道路橋りょう費 道路維持補修事業 27,238,000 27,237,600

道路橋りょう費 道路整備計画道路改良事
業

25,600,000 15,197,000
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左　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

既 収 入          未　　　収　　　入　　　特　　　定　　　財　　　源　

特定財源 国支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

0 324,333,000 46,300,000 0 33,000

17,198,000 0 0 163,200,000 0 800

1,484,000 22,400,000 7,616,000 14,000,000 0 100,000

30,000,000 0 0 0 0

579,651,384 0 0 0 0

121,000,000 0 0 0 0

20,000,000 0 0 0 0

60,000,000 0 0 0 0

558,642,000 0 0 0 11,358,000

20,000 0 0 27,200,000 0 17,600

10,000 0 0 13,600,000 0 1,587,000
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款 項 事　　業　　名 金　　額 翌年度繰越額

8 土木費 2 道路橋りょう費 生活道路改良事業 179,000,000 108,344,000

道路橋りょう費 道路バリアフリー化事業 48,000,000 25,000,000

道路橋りょう費 橋りょう長寿命化対策事
業

154,679,000 74,291,000

道路橋りょう費 幹線道路関連整備事業 11,000,000 8,890,000

3 河川費 都市基盤河川油川改修事
業

47,000,000 46,982,000

河川費 その他河川改修事業 49,200,000 33,750,000

5 都市計画費 都市計画基本調査事業 45,420,000 45,419,700

8 土木費 5 都市計画費 公園リフレッシュ整備事
業

29,100,000 29,100,000

5 都市計画費 地籍調査事業 23,740,000 23,740,000

都市計画費 中園町周辺地区整備事業 53,001,000 36,606,000

都市計画費 山口市中心市街地周辺地
区整備事業

193,700,000 132,070,000
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左　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

既 収 入          未　　　収　　　入　　　特　　　定　　　財　　　源　

特定財源 国支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

236,000 3,994,000 0 96,300,000 0 7,814,000

0 0 25,000,000 0 0

26,719,000 0 42,800,000 0 4,772,000

1,000 0 0 8,000,000 0 889,000

15,500,000 15,500,000 14,400,000 0 1,582,000

5,000 0 0 33,700,000 0 45,000

0 0 0 0 45,419,700

90,000 0 0 26,100,000 0 2,910,000

0 17,805,000 0 0 5,935,000

2,117,000 15,889,000 0 18,600,000 0 0

6,848,000 63,622,000 0 61,600,000 0 0
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款 項 事　　業　　名 金　　額 翌年度繰越額

8 土木費 5 都市計画費 新山口駅ターミナルパー
ク整備事業

26,424,000 26,424,000

9 消防費 1 消防費 避難者対策推進事業 3,559,000 3,559,000

8 土木費 2 消防費 総合浸水対策事業 42,014,000 42,014,000

10 教育費 6 保健体育費 学校給食運営事業 300,000,000 300,000,000

11 災害復旧費 2 土木施設災害復
旧費

現年発生土木災害復旧事
業

272,877,000 112,437,500

3 文教施設災害復
旧費

文化財災害復旧事業 64,480,000 63,380,610
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左　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

既 収 入          未　　　収　　　入　　　特　　　定　　　財　　　源　

特定財源 国支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

2,512,000 2,212,000 0 21,700,000 0 0

0 0 0 0 3,559,000

14,000 0 0 42,000,000 0 0

204,000,000 96,000,000 0 0 0

46,000 20,010,000 0 92,200,000 0 181,500

43,666,000 0 18,700,000 0 1,014,610
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報告第３号 

   令和７年度山口市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告 

について 

 下記のとおり令和７年度山口市一般会計事故繰越し繰越計算書を調

製したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０

条第３項において準用する同令第１４６条第２項の規定により報告す

る。 

  令和８年６月８日提出 

 

              山口市長 伊 藤 和 貴 
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款 項 事　　業　　名 支　出 支　出

済　額 未済額

２ 総務費 １ 総務管理費 新本庁舎整備事業 67,805,148 67,805,148 

記

令和７年度山口市一般会計事故繰越し繰越計算書

支出負担
行 為 額

左の内訳
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（単位　円）　

既 収 入 未 収 入 説　　　　明

特定財源 特定財源

67,805,148 61,000,000 6,805,148 外構工事において、地中
幹線管路の状況が想定と
異なり、設計変更に不測
の日数を要したことか
ら、工事材料の受注製作
製品の納入が遅れたた
め、連動して施工する植
栽整備工事と合わせて令
和８年度への繰越しを行
うもの

翌年度
繰越額

左　 の　 財 　源 　内 　訳

一般財源

支出負
担行為
予定額
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報告第４号 

   令和７年度山口市後期高齢者医療特別会計繰越明許費繰 

越計算書の報告について 

 下記のとおり令和７年度山口市後期高齢者医療特別会計繰越明許費

繰越計算書を調製したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第 

１６号）第１４６条第２項の規定により報告する。 

  令和８年６月８日提出 

 

              山口市長 伊 藤 和 貴 
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款 項 事　　業　　名 金　　額 翌年度繰越額

1 総務費 1 総務管理費 資格・給付事務 39,490,000 31,724,000 

記

令和７年度山口市後期高齢者医療特別会計繰越明許費繰越計算書
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（単位　円）　

左　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

既 収 入          未　　　収　　　入　　　特　　　定　　　財　　　源　

特定財源 国支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

31,724,000  
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報告第５号 

   令和７年度山口市介護保険特別会計繰越明許費繰越計算 

書の報告について 

 下記のとおり令和７年度山口市介護保険特別会計繰越明許費繰越計

算書を調製したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１４６条第２項の規定により報告する。 

  令和８年６月８日提出 

 

              山口市長 伊 藤 和 貴 
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款 項 事　　業　　名 金　　額 翌年度繰越額

1 総務費 1 総務管理費 一般事務 80,740,000 59,671,700 

令和７年度山口市介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書

記
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（単位　円）　

左　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

既 収 入          未　　　収　　　入　　　特　　　定　　　財　　　源　

特定財源 国支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

59,671,700  
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報告第６号 

令和７年度山口市水道事業会計予算繰越計算書の報告に 

ついて 

 下記のとおり令和７年度山口市水道事業会計予算繰越計算書を調製

したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第

３項の規定により報告する。 

  令和８年６月８日提出 

 

山口市長 伊 藤 和 貴      
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地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款 項 予算計上額 支払義務発生額 翌年度繰越額

１ 資本的支出 １ 建設改良費 １ 施設整備事業 2,579,493,000 1,851,410,382 698,383,000

　

２ 施設改良事業 590,605,000 132,734,400 68,455,000

　

記

令和７年度山口市水道事業会計予算繰越計算書

事　業　名
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（単位　円）

不　用　額 説　　　　　明

0 520,800,000 177,583,000 29,699,618 0　

0 0 68,455,000 389,415,600 0　 関連工事に伴う調整等

関係機関との調整等

企　業　債

翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資 産 の 購 入 限 度 額

 損益勘定留保
 資金等

左　の　財　源　内　訳

国県補助金
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報告第７号 

令和７年度山口市簡易水道事業会計予算繰越計算書の報 

告について 

 下記のとおり令和７年度山口市簡易水道事業会計予算繰越計算書を

調製したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６

条第３項の規定により報告する。 

  令和８年６月８日提出 

 

山口市長 伊 藤 和 貴      
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地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款 項 予算計上額 支払義務発生額 翌年度繰越額

１ 資本的支出 １ 建設改良費 １ 施設整備事業 187,261,000 40,139,780 109,393,000

　

事　業　名

記

令和７年度山口市簡易水道事業会計予算繰越計算書
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（単位　円）

不　用　額 説　　　　　明

0 109,300,000 93,000 37,728,220 0　

左　の　財　源　内　訳

企　業　債

関係機関との調整等

翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資 産 の 購 入 限 度 額国県補助金

 損益勘定留保
 資金等
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報告第８号 

令和７年度山口市公共下水道事業会計予算繰越計算書の 

報告について 

 下記のとおり令和７年度山口市公共下水道事業会計予算繰越計算書

を調製したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第

２６条第３項の規定により報告する。 

  令和８年６月８日提出 

 

山口市長 伊 藤 和 貴      
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地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款 項 予算計上額 支払義務発生額 翌年度繰越額

１ 資本的支出 １ 建設改良費 １ 管渠布設事業 2,842,156,000 853,156,551 758,322,000

　

２ 浸水対策事業 405,354,000 71,979,196 121,498,000

３
ポンプ場築造
事業

243,600,000 73,028,700 22,550,000

４
処理場築造事
業

2,734,260,000 465,660,040 1,377,000,000

　

事　業　名

記

令和７年度山口市公共下水道事業会計予算繰越計算書
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（単位　円）

不　用　額 説　　　　　明

174,178,606 570,500,000 13,643,394 1,230,677,449 0　

0 118,900,000 2,598,000 211,876,804 0　

11,250,000 11,300,000 0 148,021,300 0　

695,300,000 681,700,000 0 891,599,960 0　

左　の　財　源　内　訳

国県補助金

関係機関との調整等

関係機関との調整等

工法変更に係る対応等

関係機関との調整等

企　業　債

翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資 産 の 購 入 限 度 額

 損益勘定留保
 資金等
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